
食品依頼検査
電子申請マニュアル

Ｒ5.11 食品・生活衛生課

検査を希望する保健所の
申請用URLからアクセスし、
「ログインして申請に進
む」をクリックします

ログイン

アカウントを作成しない場合は、
所有するメールアドレスで申請可能です
法人、組織（団体）の場合はこちらから申請
（※メール認証のURLは30分間有効です）



「新規アカウント登録」をクリックすると
自身のアカウントを作成可能です

※Grafferアカウントを
持っている方はこちらから

入力後「Grafferアカウントに登録」を
クリックしアカウント登録します

アカウント登録後、登録アドレスにメールが届くので、確認後手続きを行ってください



登録したメールアドレス・パスワードで
ログインします

利用規約に同意するにチェックを
入れ「申請に進む」をクリックします

申請作業

①

①申請者情報「個人or法人or団体」を選択します

②

②申請者情報（名称や住所等）を入力します



③ご自身が検査を依頼する保健所が表示されている
ことを確認します

※誤っている場合は、正しいURLから申請してください

③ ④

④検査希望日と当日持込む検体数を入力します
※検査希望日は依頼日から原則14日間以降の
月曜日です

依頼したい保健所か要確認
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⑤検査を希望する検体の情報及び検査希望項目を入力します

⑤

1度に「複数」品目持ち込む場合は
こちらから検体情報追加します



⑥

⑥支払いについてはクレジットカードのみ
使用可能です

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

内容を確認の上、問題が無ければ
「この内容で申請する」をクリックします

申請後、確認（申請済み）のメールが届きます。
もし、依頼を取り下げる場合はそちらから行ってください。

⑦保健所の確認処理後、左記のメールが届くため、
以下のURLから検査手数料の支払いを行います

⑦ 保健所が申請を受け付けた場合

検体持ち込みにあたっての注意事項が
記載されています。

※「⑨手数料支払い」以降の処理に移ります



⑧希望した日程で保健所が対応できない
場合等、このようなメールが届きますので、

上記ＵＲＬからログインし、日程を変更の上、
再度申請してください

⑧ 差し戻された場合

⑧ 差し戻された場合

差し戻しメールのURLからログインすると
←の画面が表示されるため、右上の
「この申請をもとに新規申請」をクリックし、
検査希望日を変更します

元々申請していた
内容が反映されて
いるため、必要事
項以外は修正せず
「一時保存して、次
に進む」を選択して
ください



⑩支払いに使うクレジットカードを登録
します

⑨手数料支払い ⑩クレジットカードの登録

⑨「支払い情報」タブをクリックし、
「支払いに進む」をクリックします

⑩

⑩登録したカード情報を確認し、
「以上の内容で支払いを実行する」をクリックします

上記画面に変わり、「支払い済み」の旨が
表示されます



決済処理後の流れ

検査日に検体を直接持ち込んでください（※郵送不可）

日程の変更や中止の場合は、検査を依頼した保健所に

必ずご連絡をお願いします

検査受付可能保健所

東部保健所（別府市大字鶴見字下田井14-1）
TEL：0977-67-2511 / mail：a12080@pref.oita.lg.jp

豊肥保健所（豊後大野市三重町市場934-2）
TEL：0974-22-0162 / mail：a12086@pref.oita.lg.jp

北部保健所（中津市中央町1丁目10番42号）
TEL：0979-22-2210 / mail：a12089@pref.oita.lg.jp


